
【ロー6（歯科医療の充実について）－（評】  

新規医療技術の保険導入（歯科）   

1 基本的な考え方  

医療の高度化等に対応する観点から、診療報酬調査専門組織の医療技術評  

価分科会における検討結果を踏まえ、新規技術の保険導入を行う。  

第2 具体的な内容   

1 非侵襲性歯髄覆軍法  
深在性の酎蝕歯（臨床的に健康な歯随を有する又は可逆性歯髄炎を伴う顔   

蝕歯）に対して、感染歯質を残した水酸化カルシウム製剤等による非侵襲性  

の歯髄覆軍法について、新たに診療報酬上の評価を行う。  

（亘呈巨侵墓駆髄覆呈（ふくとう）。00点（1歯につむ  

［算定要件］  

1感染象牙質を部分的に除去した後、計画的に水酸化カルシウム製剤等を貼付し、歯  

髄の保存を図った場合に算定する  
2 非侵襲性歯髄覆蔓を行った場合は3か月間の経過観察を行う  

3 非侵襲性歯髄覆畢を行った歯が抜髄となった場合は、抜髄に係る費用から低減  

（参考）非侵蛮性歯随覆軍法  

訴蝕によって発生する酌高が大きく、感染した軟化象牙質を全て除去すれば歯髄が露  

出し、歯髄の除去に至る可能性がある深在性の翫蝕歯（臨床的に健康な歯髄を有する又  

は可逆性歯髄炎を伴う郎餞歯）に対して、感染歯質を一部残し、無菌化、再石灰化及び  

修復象牙質の形成を促すための水酸化カルシウム製剤等を貼付し、感染部の治癒を図る  

技術。  

2 静脈内鎮静法  

歯科治療に対して協力を得ることが難しい小児患者、歯科治療恐怖症の患   

者及び歯科治療時に配慮すべき医科的全身疾患を有する患者等を対象とした   

静脈内鎮静法について、新たに診療報酬上の評価を行う。  

④静脈内鎮静法。○題   

［算定要件］   

1 術前・術中・術後の管理を十分に行うこと  

2 静脈確保の手技、薬剤の投与量と呼吸・循環系など全身状態の把握、鎮静過剰期に  

おける対応、意識消失時の気道確保など、的確な全身的管理を行うこと  

3 吸入績静法と併せて算定することはできない  

3 肺血栓塞栓症予防管理  

肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い入院中の患者に対して、肺血栓塞栓   

症の予防を目的として行う計画的な医学管理について、歯科診療報酬におい   

ても評価を行う。  

肺血栓塞栓症予随筆理料 000点  
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【Ⅲ一6（歯科医療の充実について）－⑩】  

歯科矯正及び小児義歯の適応症の拡大   

策1基本的な考え方   

1歯科矯正治療は、疾患としての位置付けが明確なものについて診療報酬上評  

価している。   
2 また、現行の診療報酬上においては、小児義歯は原則として認められてい  
ないが、後継永久歯が無く著しい言語障害及び岨囁障害を伴う先天性無菌症  

児に対する小児義歯に限り認められている。   

3 これらの技術について、学会からの医療技術評価希望書に基づき、医療技  

術評価分科会において検討した結果を踏まえ、療養の給付の対象とする歯科  

矯正及び小児義歯の適応症の拡大を行うとともに、歯科矯正治療について、  

診療の実態に即したものとなるよう、歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料  

の評価の在り方を見直す。  

箋2 具体的な内容   

1歯科矯正に関する療養の給付の対象とする適応症の拡大  

歯科矯正治療に係る療養の給付の対象となる厚生労働大臣が定める先天性  

疾患等の範囲を拡大する。  

t算定要件】  

1病院等に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いものに対して、   

肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を   

行った場合に、入院中1回に限り算定する  

2 肺血栓塞栓症の予防を目的として使用される弾性ストッキング及び間歓的空気圧迫   

装置を用いた処置に用いた機器、材料の費用は所定点数に含まれる  

［療養の給付の対象とする適応症〕  

・唇顎口蓋裂に起因した嘆合異常  
・顎離断等の手術を必要とする顎変形症  
・以下の疾患に起因する岐合異常   

ゴールデンハー症候群（鯉弓異常症を含  

む。）、鎖骨・頭蓋異形成症、クルーゾン症  

候群、トリーチャーコリンズ症候群、ピエー  

ルロバン症候群、ダウン症候群、ラッセルシ  

ルバー症1郎羊、ターナー症候群、ペックウィ  

ズ・ウイードマン症候群、尖頭合指症、旦≧  

ベルグ症候群、先天性ミオパテー、顔面半側  

肥大症、エリス・ヴァン・クレベルド症候群、  

軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維  

腫症、基底細胞母斑症候群、ヌーナン症候群、  

［療養の給付の対象とする適応症］  

・唇顎口蓋裂に起因した岐合異常  
・顎離断等の手術を必要とする顎変形症  
t以下の疾患に起因する校合異常   

ゴールデンハー症候群（組弓異常症を含  

む。）、鎖骨・頭蓋異形成症、クルーソン症傾  

群、トリーチャーコリンズ症候群、ピエール  

ロバン症候群、ダウン症候群、ラッセルシル  

バー症候群、ターナー症候群、ペックウイズ・  

ウィードマン症候群、尖頭合指症  

エアン症候群、プラダーウィリー症候  

顔面裂  
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“ 

【小児義歯の適応症】   
【小児義歯の適応症】  ・後継永久歯が無く著しい言語障害及び岨囁  ・後継永久歯が無く著しい言語障害及び唄喘障  障害を伴う先 

天性無歯症   

現 行  ■甘‾   「            害を伴う先天性無菌症   ・脆弱な乳歯の阜期喪失や崩燻及び後継永久歯   の先天欠損引半う象牙質形成不全症、象牙質   異形成症、エナメル質形成不全症、外胚葉性   星形成症、低フォスファターゼ症、パピヨン   ＝ルフエブル症候群及び先天牲好中珪機能   杢皇直吐児   ・局部詫歯：1床につき算定   ・総義歯二1顎につき算定   
2 歯科矯正治療の診療実態に即した算定要件等の見直し  

歯科矯正治療について、実態に即した評価を行うため、歯科矯正診断料に  
係る診断を行う時期として、一連の歯科矯正治療における顎切除等の手術を   
実施するときを追加し、新規に評価する。  

1 歯科矯正診断料は、歯科矯正を開始した   

とき、動的処置を開始したとき、マルチブ   

ラケット法を開始したとき保定を開始した   

とき及びべ垂の歯科矯正治療における顎切  

除等の手術を実施するとき、各々につき1   

回に限り算定する  

2 顎口腔機能診断料の算定要件  

別に厚生労働大臣が定める施設基準に   

適合しているものとして地方社会保険事   

務局に届け出た保険医療機関において、顎   
変形症の歯科矯正に係る顎口腔機能分析   

を行い、治療言十画書を顎紐断等の手術を担   

当する保険医療機関と連携して作成した   

患者に対し、文書により提供した場合に算   

定する  

1歯科矯正診断料は、歯科矯正を開始した   

とき、動的処置を開始したとき、マルチブ   

ラケット法を開始したとき及び保定を開始   
したとき、各々につき1回に限り算定する  

2 顎口腔櫨能診断料の算定要件  

別に厚生労働大臣が定める施設基準に   
適合しているものとして地方社会保険事   
務局に届け出た保険医療機関において、顎   

変形症の歯科矯正に係る顎口腔機能分析   
及び歯科矯正診断を行い、病名、症状、治   

療内容（手術を含む。）、治療期間、治療   

頻度、保定等について記載した治療計画書   

を歯科矯正に関する医療を担当する保険   
医療機関及び口腔に関する医療を担当す   
る保険医療機関が連携して作成し、患者に   

対し、その内容について検査資料を用いて   

説明した上で、文書により情報提供を行つ   

た場合に算定する  

3 小児義歯に関する療養の給付の適応症の拡大  

後継永久歯が無〈著しい言語障害及び岨囁障害を伴う先天性無歯症以外   

の先天性疾患についても、脆弱な乳歯の早期喪失や崩壊等により総義歯又は   

局部義歯が必要となる場合があることから、小児義歯の適応症を拡大する。  
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【Ⅱ－6（歯科医療の充実について）－⑫】  

検査及び画像診断に係る技術の評価の見直し  
骨子【Ⅱ一6－（6）】  

第1 基本的な考え方  

歯科診療報酬体系の簡素化を図る観点から、一つの治療技術として定着し  
ている関連性・共通性の高い複数の技術について、一体的な再評価に改める。  

箋2 具体的な内容  

補綴関連検査のうち、実施率の低く同様の目的を有する類似の技術である下   
顎運動路描記法、ゴシックアーチ検査、パントグラフ検査及びチエクバイト検   
査を顎運動関連検査として一体的に評価する。  

④問脚榊（仮掛 000点  

【Ⅱ－6（歯科医療の充実について）－（D】  

処置等に係る技術の基本診療料における評価  
骨子【Ⅱ－6－（6）】  

買1 基本的な考え方   

1平成18年度歯科診療報酬改定においては、平成17年に日本歯科医学会  
が実施した「歯科診療行為（外来）のタイムスタディー調査」の結果に、重要  

度、難易度、必要時間等に応じて、歯周基本治療、根管治療及び歯冠修復に  
ついて評価の見直しを行ったところであるが、他方、歯科医師が行う比較的  
に簡単で短時間で実施できる一部の歯科医療技術についても、適正な評価を  
行うことが求められている。  

2 歯科医療技術の適正な評価を行うとともに、歯科診療報酬体系の簡素化を  

図る観点から、重要度が低い、又は、比較的に簡単で必要時間の短い、ラバ   
ーダム防湿等一部の処置等に係る既存の技術については、基本診療料におい  
て評価することとする。  

箋2 具体的な内容  

歯科治療において重要度、難易度、必要時間等に係る調査結果を踏まえ、   
既存の歯科医療技術の評価の見直しを行うとともに、一部の処置等に係る技   
術については、基本診療料において評価することとし、併せて初・再診料の  
評価を引き上げる。  

現 行   改 正 案  

000点  

顎運動関連検査  （一装置につき1回に限り算定）   

【改正案】  【現 行】  ［算定要件］  

顎運動関連検査は、下顎運動路描記法（MMG）、ゴシックアーチ描記法若しくは   

パントグラフ描記法により検査を行った場合又はチェク′くイト検査を実施した場合に   
算定する  

ラバー加算（10点）  初診料  000点  

再診料  000点  

歯肉息肉除去術（54  

（廃止）  
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【Ⅲ6（歯科医療の充実について）－－う事】  

歯科固有の技術に関する評価の見直し  
骨子【Ⅱ－6（6）】  

呈し⊥基本的な考え方   

1 歯科固有の医療技術の適正評価を図る観点から、歯科治療において重要度、  

難易度、必要時間等に係る調査結果を踏まえ、歯科医療技術の評価の見直し  

等を行う。   

2 併せて、歯科診療報酬体系の簡素化を図る観点から、一つの治療技術とし  

て定着している関連性・共通性の高い複数の技術について、一体的な再評価  

に改める。  

簑呈j塵盟を包茎   

1歯科治療において重要度、難易度、必要時間等に係る調査結果を踏まえ、  

以下の見直しを行う。   

・歯科医療技術の評価の見直しを行う。   
・評価の対象となっている処置の内容が必ずしも歯科診療の実態に即した  

ものとなっておらず、また、明確なものとなっていない技術について、内  

容の明確化等を行う。   
・ 同一手術野等において実施される複数手術において、必ずしも評価が十  

分でないとの指摘があった手術について、より適切な評価を行う。  

（1）初期釦蝕小忘裂溝填塞処置の評価の引き上げ  

（3）加圧根管充填加算の引き上げ  

コ  現 行  
【根管充填】（1歯につき）  

1 単根管  68点  

2 2根管  90点  

3 3根管以上  110点  

改正案  

【根管充填】（1歯につき）   

1草根管  迎点  
2 2根管  迎点  
3 3根管以上  000点   

加圧根管充填を行った場合は、皐埋畳L  

旦盟萱又は3根管以上の所定東数に」良£  

○点、000点又は000点をヱ塑そ迎  

加圧根管充填を行った場合は、単相  

2根菅又は3根管以上の所定点数に、  

0点、130点又は150点をそれぞ  

算
 

差主星  1  

（4）融蝕処置の内容の明確化  
▼▼▼    1  二ニコ  改 正 案   

柑離空処置】（1歯1回につき）  

000点  

（内容）  

イ 鍵盤歯の歯冠封岨亘ユた艶他家牙質の   
除去及び暫間充填  

（内容）  

イ 多数歯にわたる酌蝕歯に同時に離蝕治療   
を行う場合であって、離蝕の処置を同時に   

行うことによって岐合の維持ができない場   
合において、やむを得ず齢蝕治療の実施の   

順序が後となる朗蝕歯に対して行った軟化   
象牙質の除去及び暫間充填  

口 歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中   
に、根尖部の閉鎖状態の予後観察のために   

行った水酸化カルシウム系糊剤等による暫   
問根管充填に併せて行った暫問充填  

ロ 歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中   
に、根尖部の閉鎖状態の予後観察のために   

行った水酸化カルシウム系糊剤等による暫   
間根管充填に併せて行った暫間充填  

ハ 歯髄覆蔓及び歯冠修復物の脱落時の再禁   
董呈を行うに当たっての軟化象牙質等の   
除去及び燐酸セメント又はカルポキシレ   
ートセメント等を用いた暫間充填  

【初期遁兎蝕小罵裂溝填塞処置】  
108点   

小高裂溝の清掃、歯面の前処理及び填塞の  

責用を含むものとする  

歯髄覆革等を行うにあたっての軟化象牙  
等の除去及び燐酸セメント又はカルポキ  

000点   

小石裂溝の清掃、歯面の前処理及び填塞の  

費用を含むものとする  シレートセメント等を用いた瞥問充填  

（2）根管内異物除去の引き上げ  
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（5）乳歯・難抜歯  1単純なもの  52点  

2 複雑なもの  100点  

；主 エナメルエッチング法及びエナメルボ   

ンディング法を行った場合は、所定点数に  

1歯につき43点を加算する。ただし、保   

険医療材料料を含むものとする。  

1 単純なもの  000点  

2 複雑なもの  000点  

注 エナメルエッチンク法及びエナメルボン  
ディンゲ法を行った場合の費用を含む。  

【抜歯手術】（1歯につき）  

乳歯  120点  

雑技歯  460点  

埋伏歯  1．000点  

1  

≠【充填物の研磨】（欄こつき）14点  （6）歯根嚢胞摘出術に係る評価の引き上げ  【充填物の研磨】（1歯につき）  廃止  

改正案  
【歯根蛮胞摘出手術】  

歯冠大のもの  770点  

拇指頭大のもの 1，300点   

【歯根嚢胞摘出手術】（1歯につき）  

歯冠大のもの   000点  

拇指頭大のもの  000点  

（7）歯根端切除手術に係る評価の引き上げ  

【歯根端切除手術】（1歯につき）  

1．300点  

【歯根端切除手術】（1歯につき）  

○（⊃○点  

（8）現行の同一手術野等における複数手術について、所定点数の100分の  
50により評価する手術  

現   行  
・歯根端切除手術及び歯根嚢胞摘出術  
・歯根端切除手術及び顎骨腫瘍摘出術（顎骨  

蛮地（歯根嚢胞を除〈。）に限る。）  

2 歯科診療報酬体系の簡素化を図る観点から、一つの治療技術として定着し   
ている関連性・共通性の高い技術である充填、エナメルエッチング法・エナ   
メルボンディング法及び充填物の研磨については、充填及び窺洞形成の評価   
を引き上げ、エナメルエッチング法・エナメルボンディング法及び充填物の  
研磨の評価を廃止した上で、一体的に再評価を行う。   

（1）EE＋EB加算、充填、研磨の総合的評価  

【歯冠形成】（1歯につき）   

窟洞形成   
・単純なもの  44点   

・複雑なもの  68点  

【充填】（1歯につき）  

【歯冠形成】（1歯につき）   

罵洞形成   
・ 単純なもの  000点   

・複雑なもの  000点  

【充填】（1歯につき）  
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【Ⅱ一6（歯科医療の充実について）→⑭】  

歯冠修復及び欠損補綴に係る技術料の見直し   

第1基本的な考左左  

歯冠修復及び欠損補綴lこ関する適正な技術評価を図る観点から、歯冠修復  

及び欠損補綴における重要度、難易度、必要時間等に係る調査結果を踏まえ、  
技術の評価の見直し等を行う。  

第2 具体的な内容   

1現行の歯科診療報酬で築造体の製作料に包括評価されている支台築造製  
作に係る印象採得の技術料については、平成17年に日本歯科医学会が実施  
した「歯科診療行為のタイムスタディー調査」の結果において、比較的長時  
間を要することや印象採得の技術が最終的に精度の高い築造体の製作に寄  
与することが指摘されていることから、支台築造（メタルコア）における印  

象採得に係る技術の評価を新設する。  

（画支台築造印象m＝歯・こつき）   

【算定要件］   

1 支台築造の製作にあたって、根管を拡大しポスト孔の形成を行い、印象採得を行った  

場合に算定する  
2 保険医療材料料に係る費用は含まれるものとする  

2 現行の歯科診療報酬では、歯冠形成の後、歯冠修復物を装着するまでの間  

に、当該歯の保護並びに歯周組織の保護等のために装着されるテンポラリー   
クラウンについては、歯冠修復の技術料に包括評価されているが、平成17  

年に日本歯科医学会が実施した「歯科診療行為のタイムスタディー調査」の  
結果において、製作に比較的長時間を要することや、その技術や製作物が最  
終的に精度の高い歯冠修復物の製作に寄与することが指摘されていること  
から、テンポラリークラウン（仮称）に係る技術の評価を新設する。  

（亘テンポラリニクラウン（鰯1000点（1憬にプき）   

［算定要件］   

1前歯部において、前装鋳造冠又はジャケット冠、硬質レジンジャケット冠に係る歯冠  

形成を行った場合に1歯につき1回に限り算定できる  

100  

2 前装鋳造冠又はジャケット冠、硬質レジンジャケット冠を装着するまでの修理等の費   

用は、所定点数に含まれ、別に算定できない  
3 テンポラリークラウンの製作及び装着に係る保険医療材料等一連の費用は所定点数に   

含まれ、別に算定できない   

3 歯冠修復及び欠損捕縛における重要度、難易度、必要時間等に係る調査結   

果を踏まえ、技術の評価の見直し等を行う。   

（り前装鋳造冠の評価の引下げ  

現 行   改正案   

【前装鋳造冠】（1歯につき）1．200点  【前装鋪道冠】（1歯につき） 999屋   

（2）ボンティツク（ダミー）及び前装鋳造冠ボンティツク（ダミー）の評価   

の引き下げ並びに金属裏装ボンティツク（ダミー）の評価の新設  

【ボンティツク（ダミー）】（1歯につき）  

428点  

前装鋳造ポンチイツク（ダミー）につい  

て、所定点数に772点を加算する  

【ボンティツク（ダミー）】（1歯につき）  

000点  

前装鋳造ボンティツク（ダミー）につい  

て、所定点数に000点を加算する   

金属裏装ボンティツク（ダミー）につい  

て、所定点数に000点を加重する  

（3）有床義歯の評価の引上げ  

【有珠義歯】   【有床義歯】   
】局部義歯（1床につき）   1局部義歯（1床につき）   

イ 1歯から4歯まで  525点  イ1歯から4歯まで  9塁塁点   

口 5歯から8歯まで  650点  ロ 5歯から8歯まで  000点   現行  改正案  
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【Ⅱ－6（歯科医痍の充実について）－⑬】  

歯科診療における患者への文書による  

情報提供の在り方  
骨子【Ⅱ－6－（4）】  

第1基本的な考え方   

1 歯科診療において文書による情報提供が義務付けられている項目につい  

て、、診療報酬改定結果検証部会における検証結果等を踏まえ、情報提供の  

在り方の見直しを行う。  

2 具体的には、情報提供の時期、情報提供が算定要件となる項目及び提供す  

べき内容についての見直しを行う。  

第2 具体的な内容   

1情報提供の時期については、口腔内の状況に変化があった場合や、指導管  

理に変更があった場合など、歯科治療等に進行状況に合わせて行うこととし、  

3ケ月に1回以上の交付頻度とする。  

2 文書による情報提供が算定要件となる項目については、①情報提供を行う  

ことで、患者の療養の質の向上が図られることが期待できる項目、②治療計  

画を示したり口腔内の図示を行うことで、患者の歯科疾患に関する理解を深  

め、納得できる歯科医療を進めることが期待できる項目、とする。  

（文書による情報提供を算定要件とすることを廃止する項目）  
（1）歯科訪問診療料  

（2）補綴時診断料  

（3）矯正装置装着時のフォースシステム加算  

（4）歯科治療総合医療管理料  
（5）歯科特定疾患療養管理料（治療計画に基づいた療養上必要な指導に係  

る文書提供）  

3 情報提供すべき内容については、過不足のない効率的な情報提供を図るこ  

ととし、項目間の重複が無いようにすることとし、留意事項通知等において、  

整理する。  

（4）鋳造鈎の評価の引上げ  

現行   改正案   

【線鈎（1個につき）】  【緑鈎（1個につき）】  改  

1双歯鈎  195点  迎貞  

2両翼鈎  135点  9QQ貞   

（5）線鈎の評価の引上げ  

【線鈎（1個につき）】   

1双歯鈎  195点  1双歯鈎  

現行  改正案  改  【線鈎（1個につき）】                        迎貞  2 両翼鈎         135点  2 両翼鈎        旦Q旦基  3 レストのないもの     115点  3 レストのないもの    Q99貞   
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【Ⅱ－7（調剤報酬の見直しについて）－〔1〕】  

調剤料の見直し  
骨子【Ⅱ7（1）（2）】  

第1基本的左皇左方   

1治療上の必要性から行われている一包化菓の調剤料について、現行では多  

くの種類の内服薬が処方されていても、服用時点が全て同一の場合には算定  

できないとされているが、一包化に要する手間にかんがみ、一定の要件を満  

たした場合には算定できることとするとともに、その評価を見直す。  

2 また、投薬量、投与日数等にかかわらず1調剤当たりの評価とされている  

自家製剤加算のうち、錠剤の半割については、他の自家製剤に比し調剤に要  

する手間が少ないことにかんがみ、投与日数を考慮し、その評価を見直す。  

第2 具体的な内容   

1 一包化稟の見直し  

処方された内服薬が3種類以上の場合には、服用時点が全て同一であって  
も、一包化薬の調剤料を算定できることとするとともに、－包化真の評価を  

引き下げる。  

改正案        弓 ＿Y＿ 【 ノ 」  現 行  
【自家製剤加算】   
次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、  

各区分の所定点数に1調剤につき（イの＝ユ  

⊆掲げる場合にあっては、投与日数が7又は  

その端数を増すこ畏⊇それぞれ次の点数（予  

製剤による場合はそれぞれ次に掲げる烏塾の  

100分の20に相当する点数）を加算する。  

【自家製剤加算】   
次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、  

各区分の所定点数に1調剤につきそれぞれ次  

の点数（予製剤による場合は所定点数の10  

0分の20に相当する点数）を加算する。た  

だし、別に厚生労働大臣が定める薬剤につい  

ては、この限りでない  

イ 内服薬及び屯服薬（特別の乳幼児用製剤   

を行った場合を除く。）  

（1）錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒  

剤、エキス剤  90点  

（2）液剤  45点  

ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤につ宰  

いては、この限りでない  

イ 内服薬及び屯服薬（特別の乳幼児用製剤   

を行った場合を除く。）  

（1）錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、根粒  

剤又はエキス斉岬）内服薬  000点   

上a屈葬」、丸臥カプセル剤、散剤、脚立   

剤又はエも≡過妙屯服薬 00Q点  

（3）液剤  45点  

【調剤料】  
一包化薬   包化菓  97点  

2剤以上の内服薬を服用時点ごとに一  

化稟として調剤した場合は、投与日数が  

又はその端数を増すごとに所定点数を  
左する  

2剤以上の内服薬茎は1剤で3種頬以上  

の内服薬を服用時点ごとに一包化薬として  

調剤した場合は、投与日数が7又はその場  

と に所定隻数亨讐三竺 」  数を増すご  

注1割とは、薬剤の種類数にかかわらず、服用時点が同一の内服薬をいう。   

2 自家製剤加算における錠剤の半割に係る区分の見直し  

自家製剤加算のうち、錠剤の半割を行った場合に算定する区分について、   

自家製剤に要する手間の少なさを考慮して評価を引き下げ、投与日数に応じ   

た評価とする。  
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【Ⅱ－7（調剤報酬の見直しについて）－③】  

長期投薬情報提供料1の見直し  
骨子【Ⅱ－7一（4）】  

第1基本的な考え方  

現行の長期投薬情報提供料1は、長期投薬に係る薬剤の安全使用の観点か  

ら、患者に薬剤を交付した後、服用期間中に重要な情報を薬局が入手した場  
合に当該患者に連絡することにつき、患者の同意を得た場合に算定すること  
とされているが、その算定回数に比し、実際に患者等に対して情報提供した  
回数が少ない実態を踏まえ、実際に情報提供した場合のみ算定できることと  
する。  

第2 具体的な内容  

長期投薬情報提供料1について、服用期間中に重要な情報を薬局が入手し   
た場合に当該患者に連絡することにつき、あらかじめ患者の同意を得た上で、  
実際に情報提供した場合のみ算定できることとする。  

【Ⅱ－7（調剤報酬の見直しについて）－②】   

患者の薬歴管理及び服薬指導に係る評価の見直し  
骨子【Ⅱ－7－（3）】  

買1基本的な考え方  

薬局における患者に対する必要な服薬指導を充実させ、服薬指導に係る調   
剤報酬体系の簡素化を図るため、薬剤服用歴管理料の加算である服薬指導加   
算を廃止するとともに、薬剤服用歴管理料の算定要件に、患者等から収集し  
た服薬状況等の情幸引こ基づき服薬指導することを新たに追加し、その評価を  
引き上げる。  

第2 具体的な内容   

【薬剤服用歴管理指導型】  迎点   

・患者（後期高齢者を除く。）m   
次に掲げる指導等のすべてを行った場合に   

鼻墓   

① 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づ   

き、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、   

効能、効果、副作用及び相互作用に関する   
主な情報を文書等により患者に提供し、薬   

剤の服用に閲し、基本的な説明を行うこと  

【長期投薬情報提供料】  
長期投薬情報提供料1（土亘圭邑圭製菓1回につき）  

18点   

【長期投薬情報提供料】  
長期投薬情報提供料1（処方せんの受付1回  

につき）  

服薬期間が14日又はその端数を増すごとに  

18点  

患者又はその家族等の求めに応じ、長期投  
薬に係る薬剤の使用が適切に行われるよう、  

処方せん受付時に、当該処方せんに係る服薬  
期間中に、当該処方せん受付薬局が当該薬剤  

の使用に係る重要な情報を知ったときは、患  
者又はその家族等に対し当該情報を提供する  
ことにつき患者の同意を得た場合に算定する  

患者ごとに作成された薬剤服用歴に基つ  
き、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、  

効能、効果、副作用及び相互作用に関する  

主な情報を文書等により患者に提供し、薬  

剤の服用に蘭し、基本的な説明及び指導を  

行った場合に算定  

服薬指導加算  22点   

処方された薬剤について、直接患者又は  

その家族等から服薬状況等の情報を収集し  
て薬剤服用歴に記緑し、これに基づき薬剤  

の服用等に関し必要な指導を行った場合に  

患者又はその家族等の求めに応じ、長期投  

棄に係る薬剤の使用が適切に行われるよう、  

長期投薬に係る処方せん受付時に、処方せん  

を受け付けた保険薬局が、当該薬剤の服薬期  

間中にその使用に係る重要な情報を知ったと  
きは、患者又はその家族等に対し当該情報を  

提供することにつきあ主力、じめ患者の同意を  

得た上で、実際lこ当該情報を提供した場合三  

あって、卿寸時  

に提供した情報に関する患者の状態等但墜認  
及び必要な指導を行った場合に算定する  

② 処方された薬斉l‖こついて、直接患者又   

その家族等から服薬状況等の情報を収集   
て薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬   

の服用等に閲し必要な指導を行うこと  
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【Ⅲ【1（がん医療の推進について）【（D】  

放射線治療の質等の充実  
骨子【Ⅲ－1－（l）（2）】  

第1 基本的な考え方  

がん医療の中で重要な役割が期待されている放射線治療について、放射線   
治療機器の保守管理、精度管理、及び治療計画策定の体制について評価を行  
い、賢の向上を図る。  
また、療養生活の質の維持向上を図るために、外来で放射線治療を行う体   

制を整備し、技術の進歩により有効性が明らかになった新しい放射線治療を  
保険導入する。  

第2 具体的な内容   

1放射線治療の質の向上を図るため、放射線治療機器の保守管理、精度管理  
及び照射計画策定の体制の評価を新設する。  

④医療機器安全管理料2M策定時1回）  

［算定要件］  

放射線治療を必要とする患者に対し、治療計画が策定した場合に算定する  
［施設基準】  

1放射線治療を専ら担当する常勤の医師（放射線治療について相当の経験を有するも  

のに限る。）が1名以上配置されていること  

2 当該管理を行うにつき必要な体制が整備されていること  

3 当該管理を行うにつき、十分な橡器及び施設を有していること  

2 放射線治療の外来での提供体制を充実させ、療養生活の質の向上を図るた  

め、外来放射線治療加算を創設する。  

④外来放射線詣廟加算000点  

［算定要件］  

放射線治療（体外照射のうち高エネルギー体外照射、強度変調放射線治療）を必要  

とする悪性腫瘍の入院中の患者以外の患者に対し、当該治療を実施した場合、1人1  

日につき1回に限り算定できることとする  

［施設基準］  

外来放射線治療を行うことができる十分な休制、機器及び施設（患者が休憩等でき  

108  

るベッドを有している等）を有していること   

3 従来の放射線治療と比較して正常臓器への副作用が少ない治療法として   

認められている強度変調放射線治療（lMRT）について、保険導入を図る。  

④強度調㌔ 
。。点  イ酬000点  

2【司目  000点   
［算定要件】  

原発性の醐部腫瘍、前立腺腫瘍、中枢神経腫瘍の患者に対し強度変調放射線治療  
を実施した場合に算定する   

【施設基準］  

強度変調放射線治療を安全に行うことができる十分な体制、機器及び施設を有して  
いること  
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【Ⅲ－1（がん医療の推進について）一②】  

化学療法の質等の充実  
骨子【Ⅲ－1－（3）】  

第1 基本的な考え方  

外来化学療法の充実が求められている中で、これを担う医療機関は年々増  
加しているが、化学療法は、昨今、新たな抗悪性腫瘍剤が数多く登場して、   
高度化・複雑化しつつあり、専門性を有する医師等の関与が求められている。  
また、現在、動脈注射による抗悪性腫瘍剤の投与の場合や点滴注射におけ  

る注射量が少量の場合の無菌製剤処理が評価されていない。  
そのため、化学療法について充実した体制を評価することにより、質を確  

保しつつ、その拡大を図る。  

第2 具体的な内容   

1現行の化学療法を行う体制に係る評価を引き下げる一方、専門の医師、看   

護師、薬剤師の配置等、より高い外来化学療法を行う体制が整っている医療   
機関において提供される化学療法について、評価を新設する。また、この加  
算の評価対象を動脈注射等についても拡大する。  

2 注射に際して、抗悪性腫瘍剤等の無菌製剤処理を実施した場合の評価につ   

いて、その対象を拡大する。  

④塾 
理料1。。。点  

（悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者）  

イ 無菌製剤処理料2 000点  

（ア以外のもの）   

亡算定要件］  

動脈注射、点滴注射、中心静脈注射等を行う際に、無菌製剤処理が行われた場合に、  

処理が行われた薬剤が注射される患者の区分に応じて算定する   
［施設基準】   

1 病院であること  

2 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設を有し必要な体制が整備されていること  

【外来化学療法加算1】（1日につき）   

現 行  改正案  改  【外来化学療法加算】（1日につき）    400点     Q9Q点 【外来化学療法加算2】（1日につき）    QQQ畠   

t算定要件】  

入院中の患者以外の悪性腫瘍の患者に対して化学療法を行った場合、1日につき加   

算する  

［施設基準］  

外来化学療法加算1については、以下に掲げる基準  

1医師、看護師及び薬剤師について、相当の径験を有する者が配置されていること  

2 実施される化学療法の治療内容の妥当性を評価し、承認する委員会を開催している   

こと  
を満たすこととし、外来化学療法加算2については、従前の外来化学療法加算の基準を  

満たすこととする  
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【Ⅲ一1（がん医療の推進について）一③】  

緩和ケアの普及と充実  
骨子【Ⅲ1（4）（6）（9）（10）】  

星⊥“抑去  

がん患者及びその家族が、できる限り質の高い療養生活を送ることができ  
るようにするために重要となる緩和ケアについて、必要な評価を行う。  

買2 具体的な内容   

1がん性痔痛の緩和を目的に医療用麻薬を投与しているがん患者に対して、   

WHO方式のがん性療病治療法に従って、計画的な治療管理と療養上必要な   

指導を継続的に行い、麻薬を処方することに対する評価を新設する。  

・㊥が班斥縄和管翫珊8QQ点  

〔算定要件］  

がん性痺痛の症状緩和を目的として麻菓を投与しているがん患者に対して、VJHO  

方式のがん性痔痛の治療法（がんの痛みからの解放－WHO方式がんの痔痛治療法一  

第2版）に基づき、副作用対策や痺痛時の対応を含めた計画的な治療管理や当該薬剤  

の効果等に関する説明を含めた療養上必要な指導を行い、麻薬を処方する場合に算定  
する  

2 緩和ケア診療加算について、緩和ケアの質の向上を図るため、専任の薬剤  

師の配置を要件に追加し、加算を引き上げる一方、がん患者の地域での療養  
生活の質の向上を図るため、入院医療に専従とされている医師が外来診療に  
当たることができるよう、その勤務形態の要件を緩和する。  

［算定要件］  

緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行った場合に加算する  

i元高這元高中華車中率議丁  イ 精神症状の緩和を担当する常勤医師  

り 緩和ケアの経験を有する常勤看言隻師  

壬【▼蓮華ロケアの経晩生査する薬剤師  

ウ 緩和ケアの経験を有する常勤看護師  

（2）（1）にかかわらず、（1）のア又はイに掲げ   

る医師のうちいずれかは緩和ケアチームに   
係る業矛引こ閲し専任であって差し支えない   
ものとする  

（2）（1）にかかわらず、（l）のア又はイに掲げ弓  

る医師のうちいずれか、呈た壬¢薬剤巨利こ  

ついては、緩和ケアチームに係る業務に閲  

し専任であって差し支えないものとする   

また、（1＝ニ掲げる緩和ケアチ一也墓丘  

業務に関し専従である医師モあ二∋ても、専  

門的な緩和ケアに関する外来診療を行i三  

と皇旦旦勺1こ、連携してよ、る他の保険医療機  

関からの専門的な緩和ケアを要与る紹介悪  

童皇外来で診療を行う⊆とについては、＿蓋  

し支えのないものとする（ただし、艶畳堕  

閤の半分委超えないこと且⊥  

」  

3 緩和ケア病棟入院料について、緩和ケア病棟が終末期のケアに加え、一般  

病棟や在宅では対応困難な症状緩和、在宅療養の支援等の機能を／〈ランス良   

く備えたものとするため、位置付けにおいて明確化するとともに、地域の在  
2！4時間連絡を受ける体制等の要件を新  宅医療を担う医療機関との連携や、  

たに追加する。  

現 行  

【緩和ケア病棟入院料】（1日につき）  【緩和ケア病棟入院料】（1日につき）  

（1）緩和ケア病棟は、主上⊥て苦痛の績手口を   

必要とする悪性腫瘍及び後天性免疫不全症   
候群の患者を入院させ、緩和ケアを行主と  

ょもに、外来や在宅への円滑な移行を支援  

三見病棟であり、瑚完した緩和   

ケアを要する悪性腫瘍及び後天性免疫不全   
症候群の患者について算定する  

（1）緩和ケア病棟は、主として末期の悪性腫   

瘍又は後天性免疫不全症候群の患者を入院   
させ、緩和ケアを行う病棟であり、当該病   

棟に入院した緩和ケアを要する末期の悪性   
腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者につ   
いて算定する  

（2）緩和ケア病棟における末期悪性腫瘍患者   

のケアに関しては、「がん末期医療に関す   

るケアのマニュアル」（厚生省・日本医師   

会編）を参考とする  

緩和ケア病棟における塁進腫瘍患者のケ≧   ．ヽ＼  
改正案  現 行  

アに関しては、脚こ関するマ   

ニュアル」（厚生労働省・日本医師会監修）   

を参考とする  
（3）緩和ケア病棟入院料を算定する保険医積   

極閤は、地域の在宅医療を担う医療機関と  

【緩和ケア診療加算】（1日につき）  【緩和ケア診療加算】（1日につき）  

250点  

（り 以下の3名から構成される緩和ケアに係   

る専従のチームが設置されていること   
ア 身体症状の緩和を担当する常勤医師  

ロムて■亡土  
（1）以下の旦負から構成される緩和ケアに係   

る専従のチームが設置されていること   
ア 身体症状の緩和を担当する常勤医師  
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麻薬の服用に閲し、その服用及び保管嬰  

状況、碑  

上」必要な薬学的管理及び指導を行った場  

注 麻薬の服用に閲し、必要な薬学的管理及   

び指導を行った場合  

4 介護老人保健施設や療養病床において、がん患者の療病緩和のために医療   

用麻薬を保険医療機関の医師が処方した場合に算定できることとし、対象を   

拡大する。   
併せて、保険医療機関の医師の処方せんに基づき保険薬局で交付すること   

ができる注射薬及び特定保険医療材料を追加する。   
薬剤例：クエン酸フ工ンタニル製剤、H2遮断剤 等   

5 在宅及び外来患者の緩和ケアを推進するため、以下の薬剤師の取組を進め   

る。   

（り 在宅患者の場合  

在宅患者訪問薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算の算定要件として、薬  
剤師が、患者又はその家族等に対する定期的な残薬の確認及び廃棄方法に   

関する指導を行うことを追加する。   

（2）外来患者の場合  

現行の調剤報酬における薬剤服用歴管理料の麻薬管理指導加算について   

麻薬の服用及び保管の状況、副作用の有無等の確認を算定要件とするとと  

もに、その評価を引き上げる。  

【薬剤服用歴管理料】   
麻薬管理指導加算  8点  

【薬剤服用歴管理指導料】   
麻薬管理指導加算  

「    」  
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【Ⅲ－1（がん医療の推進について）－⑤】  

リンパ浮腫に関する指導の評価  

骨子【Ⅲ－1一（8）】  

第1 基本的な考え方  

リンパ節郭清の範囲が大きい乳がん、子宮がん、卵巣がん、前立腺がんの   

手術後にしばしば発症する四肢のリンパ浮腫について、その発症防止のため  
の指導について評価を行う。  

第2 具体的な内容  

リンパ浮腫の治療・指導の経験を有する医師又は医師の指示に基づき看護   

師、理学療法士が、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍又  

は腋憲部郭清（腋裔リンパ節郭清術）を伴う乳腺悪性腫瘍に対する手術を行  
った患者に対し、手術前後にリン／く浮腫に対する適切な指導を個別に実施し  

た場合の管理料を新設する。  

・（・∴・、トーr㌣りて・・二‖・・・・い！、．・斗－・－  

［算定要件］  

保険医療機関に入院中の患者であって、子宮悪性腫痔、子宮附属暴悪性腫瘍、前立  

腺悪性腫瘍又は腋寓部郭清を伴う乳腺悪性腫瘍に対する手術を行ったものに対して、  

医師又は医師の指示に基づき看護師等（准看講師を除〈。）が当該手術を行った日の  

属する月又は当該手術を行った日の属する月の前月若しくはその翌月のいずれかにリ  
ンパ浮腫の重症化等を抑制するための指導を実施した場合に、入院中1回に限り算定  

する  

【Ⅲ－1（がん医療の推進について）－④】  

がん診療連携拠点病院加算の評価  
骨子【Ⅲ－1一口）】  

第1基本的な量左左  

がん診療連携拠点病院は、専門的ながん医療を提供するだけではなく、地  

域におけるがん医療の連携の拠点として地域連携体制を構築するとともに、  

地域医療従事者への研修等を通じて、地域のがん医療の向上を図っていくこ  

とが期待されている。  

がん対策推進基本計画に伴う、がん診療連携拠点病院の機能強化を踏まえ、  

診療報酬上更なる評価を行う。  

第2 具体的な内容  

がん治療におけるがん診療連携拠点病院が果たす役割や今後の機能強化に  

かんがみ、がん診療連携拠点病院加算を引き上げる。  

現 行   改正案  
【がん診療連携拠点病院加算】（入院初日）  【がん診療連携拠点病院加算】（入院初日） 改   

200点   迎貞   

［算定要件】  

他の保険医療機関等からの紹介による悪性腫瘍の患者に対して入院医療を提供した   
場合について、入院初日に限り加算する  

［施設基準1  

がん診療連携拠点病院の指定を受けていること  
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【Ⅲ－2（脳卒中対策について）－②】  

超急性期脳卒中加算の創設   

第1 基本的な考え方  

【Ⅲ－2（脳卒中対策について）－（〇】  

地域連携診療計画の評価の拡大と見直し  
骨子【Ⅲ－2－（り】  

第1 基本的な考え方  

地域連携診療計画（地域連携クリテイカル／くス）に関する検証結果及び医  

療計画の見直しを踏まえ、対象疾患の拡大及び算定要件等の見直しを行う。  

第2 具イ本的な内容   

1疾患の特性及び医療機関間の連携の重要性にかんがみ、脳卒中を対象疾患  

に追加するとともに、脳卒中に係る評価は医療計画に記載されている病院・  

有床診療所について行うこととする。  

2 地域連携診療計画には、退院基準、転院基準及び退院時日常生活機能評価  

を明記する。  

3 対象疾患や連携医療機関数の増加数を踏まえて、地域連携診療計画に係る  

評価を引き下げる。  

骨子【Ⅲ－2一（2）】  

脳梗塞については、発症後3時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子   

（t－PA（アルテプラーゼ））を投与することにより、後遺症の発生率を  

下げることが報告されている。しかしながら、発症後3時間以内の投与のた  

めには、病院到着後、迅速な診察、検査、画像診断等を経て確定診断を行う  

等の高い病院機能が要求される。  
このため、超急性期脳卒中治療に係る体制について評価を行う。  

笠2 具体的な内容  

t－PA（アルテプラーゼ）を下記の要件のもとで投与した場合の評価を  

新設する。  

（亘超急性期脳卒中加算m  

【算定要件］  

1 超急性期脳卒中加算は脳卒中発症後3時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子  

（t－PA（アルテプラーゼ））を投与した場合に入院初日に限り所定点数に加算す  

る  
2 投与に当たっては、「rtイ】A（アルテプラーゼ）静注療法指金十部会」作成の「rトPA  

（アルテプラーゼ）斡注療法適正治療指針」を踏まえ適切に行われるよう十分留意す  

ること  
3 投与を行う医師は「脳梗塞「トPA適正使用講習会」を受講していること  

［施設基準】  

1 当該医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師（専ら脳  

卒中の診断及び治療を担当した経験を10年以上有するものに限る。）が1名以上配  

置されており、「脳梗塞rt－PA適正使用講習会」を受講していること  

2 薬剤師が常時配置されていること  

3 診療放射線技師及び臨床検査技師が常時配置されていること  

4 脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること  

5 脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。ただし、】CUや  

SCUと兼用であっても構わないものとする  

6 次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、これらの  

装置及び器具が他の治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、  
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現 行   改正案   
【地域連携診療計画管理料】   【地域連携診療計画管理料】   改  

1、500点   迎畠   

【地域連携診療計画退院時指導料】   【地域連携診療計画退院時指導料】   
1．500点   迎畠   

対象疾患  大腿骨頚部骨折   

対象疾患  
大腿骨頚部骨折  
旦塾生空   

［施設基準の見直し］  

1脳卒中を対象疾患とする場合にあっては、医療法第30条の4の規定に基づき剋逓   

府県が作成する医療計画に記載されている病院又は有床診療所であること   
2 地域連携診療計画に、退院基準、転院基準及び退院時日常生活機能評価を明記する  

こと  
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【Ⅲ3（自殺対策・子どもの心の対策について）①】  

自殺対策における精神医療の評価  
骨子【Ⅲ一3－（1）（2）】  

箋⊥基杢避踵考え方  

平成10年に年間自殺者が3万人を超え、その後も自殺者数が高水準で推  
移していることを受け平成19年6月に自殺対策基本法が制定され、同法に   
基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」が決  
定された。  

医療については、この中でうつ病の早期発見・早期治療が重要であること  
や、救急医療施設における精神科医による診療体制の充実を図ることが必要  
であるとされており、これらに必要な評価を行う。  

第2 具体的な内垂   

1早期の精神科受診の促進  

うつ病等の精神障害の患者に対して早期の精神科受診を促すため、身体症   
状を訴えて内科等を受診した患者について、その原因疾患としての身体的疾   
患を除外診断した後に、うつ病等の精神障害を疑い、担当医が診断治療等の   
必要性を認め、患者に十分な説明を行い、同意を得て、精神科医師に受診日  
の予約をとった上で患者の紹介を行った場合の診療情報提供料（l）の加算  

を創設する。  

④遠祖医逝迦算m（1坦巨⊇呈⊥   

2 救命救急センターにおける精神医療の評価  

救命救急センターに搬送された自殺企図等による重篤な患者であって、精   
神疾患を有する患者又はその家族等からの情報等に基づいて、精神保健指定  
医が、当該患者の診断・治療等を行った場合の加算を創設する。  

④盤麹急触L（1臥こつき〉  

この限りではない   
ア 救急蘇生装置（気管内挿管セット、人工呼吸装置等）   

イ 除細動器   
り 心電計   

工 呼吸循環監視装置  
7 コンピューター断層撮影、石弦気共鳴コンピューター断層撮影及び脳血管造影等の必   

要な画像撮影及び診断が常時行える体制であること  
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【Ⅲ一3（自殺対策・子どもの心の対策について）②】  

子どもの心の診療に関する評価の充実  

骨子【Ⅲ－3－（3）（4）（5）】  

第1基本的な考え方  

子どもの心の診療においては、外来、入院ともに専門的な医療を提供でき  
る医療機関や医師が十分でなく、その拡充が求められていることから、診療  
報酬上必要な評価を行う。外来医療については、十分な期間に渡り、手厚い   
診療体制を整備するため、該当項目の算定要件を見直すとともに、入院医療  
についても、子どもの心の診療について評価を引き上げる。  

買2 具体的な内容   

1子どもの心の診療の特性に応じた外来の評価の充実  

小児特定疾患カウンセリング料の算定期間及び算定回数の要件を緩和する  
また、入院中以外の20歳未満の患者に対して行う精神療法について、在宅   

にも拡大するとともに、当該療法を行った場合の加算について、算定期間の  
要件を緩和する。  

室単位での算定も可能となるよう、算定要件を緩和する。  

［算定要件］  

治療室単位の場合は次の要件を満たすものであること   
児童・思春期治療室   

1 当該治療室の病床数は30床以下である  

2 当該治療室の入院患者数の概ねB害Ij以上が20歳未満の精神疾患を有する患者  

であること  
3 その他の当該治療室の施設基準については、現行の病棟の施設基準に準ずる  

等  

現 行   
【小児特定疾患カウンセリング料】   
療養上必要なカウンセリングを同一月内に  療養上必要なカウンセリングを同一月内に   

1回以上行った場合に、1年を限度として月  1回以上行った場合に、三室を限度として旦   

1回に限り算定する   改正案         【／ト児特定疾患カウンセリング料】            娼に限り算定する   

710点  イ 月の1回目  000点   

□ 月の2回目  000点  
【通院精神療法】  
20歳未満の患者に対して通院精神療法を          【通院・在宅精神療法】   

行った場合（初診の日から起算して6月以内  20歳未満の患者に対して通院精神療法を   

の期間に行った場合に限る。）は、所定点数  行った場合（初診の日から起算して⊥生起凸   

に200点を加算する   の期間に行った場合に限る。）は、所定点数  

一に200点を加某する   

2 入院の評価の充実  

児童・思春期精神科入院医学管理加算の評価を引き上げるとともに、治療  
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【Ⅲ－4（医療安全の推進と新しい技術等の評価について）－②】  

ハイリスク薬等に関する薬学的管理の評価等  
骨子【Ⅲ－4【（3）】  

笥1基本的な考え方   

1入院患者に対する薬剤師の薬学的管理及び指導について、ハイリスク薬   
（投与量の加減により重篤な副作用が発現しやすいものなど、特に安全管理   

が必要な医薬品）を使用する患者及び救命救急入院料等の算定対象となる重   

篤な患者に対して実施した場合を重点的に評価することとし、それ以外の場  
合の評価を引き下げる。  

2 併せて、病院と同等の施設基準を満たす有床診療所においても、算定でき  

ることとする。  

篭2 具体的な内容  

薬剤管理指導料について、対象患者の違いにより、3つの区分に分類して   

設定し、重篤な患者及びハイリスク葉を使用する患者に対する評価を引き上  
げ、それ以外の患者に対する評価を引き下げるとともに、現行の薬剤管理指   
導料の施設基準を満たす有床診療所においても、薬剤管理指導料を算定でき  
ることとする。  

【Ⅲ一4（医療安全の推進と新しい技術等の評価について）－①】  

医療機器等の安全確保に係る評価  
骨子【Ⅲ一4－（り】  

第1 基本的な考え方  

平成18年6月の医療法改正等を踏まえ、医療機関における医療機器の安   

全確保や適正使用を一層推進するため、特に安全管理の必要性が高い生命の   

維持に直接関与する医療機器の専門知識を有する臨床工学技士の配置につい  

て評価する。  

箋遥 具イ本的な内容  

医療機器の安全対策に係る評価を新設する。  

（ら星組安全管項輝＝000点（1月に1回）  

［算定要件1  

医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う常勤の臨床工学技  

士を1名以上配置し、医療安全対策の体制を整備している医療機関において、患者に  

対して、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に算定する。  

（対象となる医療機器）  

ア 人工心肺装置  
イ 補助循環装置  
り 人工呼吸器  
工 血液浄化装置（人工腎臓を除く）  

オ 除細動装置  

力 閉鎖式保育器  

※ 放射線治療機器の保守管理、精度管理及び照射計画策定の体制の評価を  

目的とした医療機器安全管理料2の創設については、「Ⅲ－1－① 放射  

線治療の質等の充実について」を参照のこと。  

【薬剤管理指導料】 350点  
1救命救急入院料等を算定している患者に  

対して行う場合 99豊島  

（2の場合よりも引上げ）  

2特に安全管理が必要な慎重品が投薬又は  

注射されている患者に対して行う場合  

（1に該当する場合を除く。）   

99塁塵  

31及び2以外の患者に対して行う場合   
999皇  

・施設基準に適合する病院である保険医療   

機関に入院している患者に対して投薬又は  している患者に対して投薬又は注射及び薬   
注射及び薬学的管理指導を行った場合に、  学的管理指導を行った場合に、呈塾星董に   

患者1人につき週1匡＝こ限り、月4回を限  塩皇星盆1；進む、患者1人につき週1回に   

度として算定する   限り、月4回を限度として算定する   
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【Ⅲ－4（医療安全の推進と新しい技術等の評価について）－③】  

画像診断等の評価の見直し  
骨子【Ⅲ－4－（6）】  

第1基本的な考え方  

臨床診断の基礎となる画像診断報告の質を確保する体制について見直す。  

第2 具体的な内容  

画像診断管理加算の引上げ  

画像診断管理加算1  5〔！点  

画億診断管理加算2  87点  

画像診断管理加算の施設基準  
（1）画像診断管理加算1の施設基準  

イ 放射線科を標模している保険医療機関で   
あること  

ロ 画像診断を専ら担当する常勤の医師力巧己   
置されていること  

ハ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が   
整備されていること  

（2）画像診断管理加算2の施設基準  

【施設基準】  
1薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師（2人以上の常勤の薬剤師）が配置されて   

いること  

2 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情幸艮の収集及び伝達を行うための専用施設   

を有していること（常勤の薬剤師が1人以上配置されていること）  

3 入院中の患者に対し、患者ごとに適切な薬学的管理（副作用に関する状況の把撞を   

含む。）を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること  

イ 当該保険医療機関で行われるすべての核   
医学診断及びコンピューター断層診断につ   
いて、原則として、当該保険医療機関にお   

いて画像診断を専ら担当する常勤の医師に   
より行われていること  

口（1）の基準を満たしている病院であるこ   

と  
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【Ⅲ【4（医療安全の推進と新しい技術等の評価について）一④】  

先進医療技術の保険導入   

第1基本的な考え方  

（別紙）  

・自動吻合器を用いた直腸粘膜脱又は内痔核手術（PPH）  

・強度変調放射線治療  

・内視鏡下小切関泌尿器腫瘍手術  

・画像支援ナビゲーションによる内視鏡下鼻内副鼻腔手術  

・顔面骨又は頭蓋骨の観血的移動術  

・培養細胞による先天性代謝異常診断  

・実物大臓器立体モデルによる手術計画  

・歯周組織再生誘導法  

・接着ブリッジによる欠損補綴並びに動揺歯固定  

・焦点式高エネルギー超音波療法  

・レーザー応用による茜亮蝕除去・スケーリングの無痛療法  

・栄養障害型表皮水病症のDNA診断  

・家族性アミロイドーシスのDNA診断  

・不整脈疾患における遺伝子診断  

・画像支援ナビゲーション手術  

・生休部分肺移植術  

・脊髄性筋萎縮症のDNA診断  

・抗がん剤感受性試験（CD－DS「‾法及びHDRA法）  

・中枢神経白買形成異常症の遺伝子診断  

・グルタミン受容体自己抗体による自己免疫性神経疾患の診断  

・超音波骨折治療法   

■眼底三次元画像解析  

骨子【Ⅲ－4－（6）】  

医療技術の高度化等に対応する観点から、先進医療専門家会議における検   

討結果を踏まえ、先進医療技術について保険導入を行うものである。特に今   

回は先進医療の制度を開始してから初めての保険導入であり、それまでの高   

度先進医療として長期間に渡って実施されてきた医療技術について重点的に  

評価し、保険導入されている点が特徴といえる。  

箋2 具体的な包容  

先進医療技術は、現時点（平成20年1月1日現在）において125技術  

あるが、今回の評価対象となった98技術のうち、24技術（別紙）について  

保険導入を行うものである。（ただし、保険導入に当たり、適応症や実施す  

る施設等について適切な条件を付されもものもある。）   

（例）  

（1）患者の負担が軽減されるもの（治療時の身体的負担など）  

・内視鏡下小切開泌尿器腫瘍手術  
・抗がん剤感受性試験  

・眼底三次元画像解析  

（2）より高い治療効果が見込まれるもの  

・強度変調放射線治療（1MRT）  

・生体部分肺移植術  

・超音波骨折治療法  

・DNA診断（栄養障害型表皮水痘症、脊髄性筋萎縮症など）  

（3）より正確な手術の支援が見込まれるもの  

・自動吻合器を用いた直腸粘膜脱又は内痔核手術（PPH）  
・画像支援ナビゲーション  

・実物大臓器立体モデルによる手術計画  

・焦点式高エネルギー超音波療法  
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【Ⅲ－4（医療安全の推進と新しい技術等の評価について）－⑤】  

新規医療技術の保険導入  

骨子【Ⅲ－4－（7）】  

第1 基本的な考え方  

医療技術の進歩・高度化等に対応する観点から、中医協・診療報酬調査専   

門組織の医療技術評価分科会において、優先的に保険導入すべき新規医療技  

術の検討が行われたもの。  

第2 具体的な包茎  

学会からの要望のあった681技術のうち、42の新規技術について保険  

適用する優先度が高いと評価された。  

（例）  

（1）医療機器決定区分C2（新機能、新技術）に係る技術（頸動脈ステン  

ト等）  

（2）ベッセルシーリングシステム  

（3）生体臓器移植ドナーの安全管理料  

（4）神経学的診察技術料  

（5）穿刺に係る技術の評価（経皮経管的肝膿瘍ドレナージ等） 等  

【参考】  

1 ベッセルシーリングシステム  

手術を行う際には、必ず出血を止めるために、止血が必要となるが、内視鏡   

手術では安全な止血を行うため、コンピューターにより自動制御された内視鏡  

2 頸動脈狭窄に対する血管拡張・ステント留置術   

大腿動脈から挿入したカテーテルを用いて、頸動脈の狭窄部位を／〈ルーンで   

拡張する。そして、拡張後に血管壁内の粥腫等が脳内に飛散するのを防ぐ措置   

を講じた上で、ステントを狭窄があった部位まで誘導し留置する手術である。  
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手術用の電気メスにより止血を行う。  
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